
福生市の基準額 6,176 円（月額） 

所得段階 対象となる方 
保 険 
料 率 

令和 8 年度 
介護保険料(年額) 

第１段階 
生活保護被保護者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金※1 受給
者、前年の合計所得金額※2 から年金収入に係る所得を控除し
た額と課税年金収入額の合計が 82万 6500 円以下の方 

基準額 
×0.285 

２１,１００円 

第２段階 
市民税世帯非課税で、第 1 段階に該当しない方で本人の前年の
合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額と課税年
金収入額の合計が 120 万円以下の方 

基準額 
×0.435 

３２,２００円 

第３段階 
市民税世帯非課税で、本人の前年の合計所得金額から年金収入
に係る所得を控除した額と課税年金収入額の合計が 120 万円を
超える方 

基準額 
×0.685 

５０,８００円 

第４段階 
市民税世帯課税で、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額
から年金収入に係る所得を控除した額と課税年金収入額の合
計が 82 万 6500 円以下の方 

基準額 
×0.85 

６３,０００円 

第５段階 
（基準段階） 

市民税世帯課税で、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額
から年金収入に係る所得を控除した額と課税年金収入額の合
計が 82 万 6500 円を超える方 

基準額 
×1.00 

７４,１００円 

第６段階 
本人が市民税課税※3 で前年の合計所得金額が 120 万円未満の
方 

基準額 
×1.15 

８５,２００円 

第７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上 125 万
円未満の方 

基準額 
×1.20 

８８,９００円 

第８段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 125 万円以上 210 万
円未満の方 

基準額 
×1.30 

９６,３００円 

第９段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万
円未満の方 

基準額 
×1.50 

１１１,２００円 

第１０段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 320 万円以上 400 万
円未満の方 

基準額 
×1.65 

１２２,３００円 

第１１段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 400 万円以上 420 万
円未満の方 

基準額 
×1.80 

１３３,４００円 

第１２段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 420 万円以上 520 万
円未満の方 

基準額 
×1.85 

１３７,１００円 

第１３段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 520 万円以上 600 万
円未満の方 

基準額 
×1.87 

１３８,６００円 

第１４段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 600 万円以上 620 万
円未満の方 

基準額 
×2.03 

１５０,４００円 

第１５段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 620 万円以上 720 万
円未満の方 

基準額 
×2.05 

１５１,９００円 

第１６段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 720 万円以上 800 万
円未満の方 

基準額 
×2.07 

１５３,４００円 

第１７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 800 万円以上 1,000
万円未満の方 

基準額 
×2.25 

１６６,８００円 

第１８段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 1,000 万円以上の方 
基準額 
×2.45 

１８１,６００円 

※１．「老齢福祉年金」とは、明治４４年４月１日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方、他の年金を受給できない方に支給される年金で

す。 

 

※２．「合計所得金額」とは、総合課税分（年金や給与、配当、譲渡など）と申告分離課税分（株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など）等の

所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。ただし、短期・長期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、

特別控除額を控除した額になります。 

 

※3．第６段階から第 18 段階の方は、令和３年度から５年度まで合計所得金額に給与所得又は年金等に係る雑所得があった場合、給与所得又は年

金等に係る所得の合計額から 10 万円を控除する特例措置がありましたが、令和６年度分以後は特例措置が廃止されました。 


